
岬町議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年９月１０日

岬町議会議長 坂 原 正 勝

岬町議会規則第１号

岬町議会会議規則の一部を改正する規則

岬町議会会議規則（昭和６２年岬町議会規則第１号）の一部を次のように改

正する。

目次中

「第１４章 会議録（第１１７条―第１２０条）

第１５章 議員の派遣（第１２１条）

第１６章 補則（第１２２条）」を

「第１４章 公聴会（第１１７条―第１２２条）

第１５章 参考人（第１２３条）

第１６章 会議録（第１２４条－第１２７条）

第１７章 全員協議会（第１２８条）

第１８章 議員の派遣（第１２９条）

第１９章 補則（第１２９条の２－第１３０条）」に改める。

第１２２条を第１３０条とする。

第１６章を第１９章とし、同章中第１３０条の前に次の２条を加える。

（電子情報処理組織による通知等）

第１２９条の２ 議会又は議長若しくは委員長（以下この条及び次条第１項に

おいて「議会等」という。）に対して行われる通知のうちこの規則の規定にお

いて文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物（次項及び第６項並びに次条において「文

書等」という。）により行うことが規定されているものについては、当該通知

に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が

定める電子情報処理組織（議会等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。以下この項及び第４項において同じ。）とその通知の相手方の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。）を使用する方法により行うことができる。

２ 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが

規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわ

らず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用す

る方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情

報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示を



する場合に限る。

３ 前２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、

当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみな

して、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。

４ 第１項又は第２項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知

は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの

記録がされた時（第２１条第１項、第９２条第１項及び第１２５条の規定に

よる議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議

会が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機（入出力装置を除く。）による情報処理の用に供さ

れるものをいう。次条において同じ。）に記録されている事項を議長が定める

方法により表示したものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとる

とともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措

置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早いとき）に当該者に到達した

ものとみなす。

５ 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこ

の規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること（以

下この項において「署名等」という。）が規定されているものを第１項又は第

２項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等に

ついては、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかに

する措置であって議長が定めるものをもって変えることができる。

６ 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面

により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議

会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要

があるものがある場合その他の当該通知のうちに第１項又は第２項の電子情

報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認めら

れる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところによ

り、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。

この場合において、第３項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知（第

６項の規定により前２項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５

項までにおいて同じ。）」とする。

（電磁的記録による作成等）

第１２９条の３ この規則の規定（第２９条第１項（第８５条において準用さ

れる場合を含む。）を除く。）において議会等が文書等を作成し、又は保存す

ること（次項において「作成等」という。）が規定されているものについては、

当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁

的記録により行うことができる。

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する



この規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に

関するこの規則の規定を適用する。

第１２１条を第１２９条とする。

第１５章を第１８章とす。

第１２０条を第１２７条とし、第１１７条から第１１９条までを７条ずつ繰

り下げる。

第１４章を第１６章とし、同章の次に次の１章を加える。

第１７章 全員協議会

（全員協議会）

第１２８条 法第１００条第１２項の規定により議案又は議会の運営に関し協

議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

２ 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

３ 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第１３章の次に次の２章を加える。

第１４章 公聴会

（公聴会開催の手続）

第１１７条 議会が、法第１１５条の２第１項の規定により、会議において、

公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

２ 議長は、前項の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうと

する案件その他必要な事項を公示する。

（意見を述べようとする者の申出）

第１１８条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめ

その理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。

（公述人の決定）

第１１９条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等

（以下「公述人」という。）は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及び

その中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があ

るときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

（公述人の発言）

第１２０条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければなら

ない。

２ 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、

議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

（議員と公述人の質疑）

第１２１条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

（代理人又は文書による意見の陳述）

第１２２条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示する



ことができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

第１５章 参考人

（参考人）

第１２３条 議会が、法第１１５条の２第２項の規定により、会議において、

参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

２ 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こう

とする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

３ 参考人については、第１２０条、第１２１条及び第１２２条の規定を準用

する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


